
 

大津市ガス特定運営事業等に係る優先交渉権者の選定について 

 

民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以

下「ＰＦＩ法」という。）に基づき実施する大津市ガス特定運営事業等について、平成 30 年 4

月 3 日付けで公募型プロポーザル方式により業者選定をすることの公告を行ったところ、2 者か

ら参加申込があり、大津市ガス特定運営事業等審査委員会（以下「委員会」という。）による審査

及び評価を経て、最優秀提案者が選定されました。 

本市では、委員会での審査及び評価の結果を踏まえ、次のとおり優先交渉権者を決定しました

ので、公表します。 

 

平成３０年１０月２４日 

 

大津市公営企業管理者 山極 正勝 

 

 

記 

 

 

１ 優先交渉権者    

【コンソーシアム名】 

大阪ガス・JFE エンジ・水道機工 

グループ 

代表企業 大阪瓦斯株式会社 

構成員 JFE エンジニアリング株式会社 

構成員 水道機工株式会社 

 

 

２ 優先交渉権者における株式譲渡対価の提案額等 

株式譲渡対価の額 

（株式総数 1,000 株の内、提案者が譲渡を受ける 750 株の合計額） 
9,000,000,000 円 

市出資額（市の持ち分を含めた総額） 100,000,000 円 

 

 

３ 次点交渉権者   

応募企業名又は代表企業名：関西電力株式会社 

 

    

４ 委員会による提案審査結果（200 点満点） 

応募企業名又は代表企業名 関西電力株式会社 大阪瓦斯株式会社 

Ⅰ 全体方針 45.15 点 52.70 点 

Ⅱ 事業実施 67.99 点 79.70 点 

Ⅲ 株式譲渡対価 8.19 点 30.00 点 

合計 121.33 点 162.40 点 

順位 2 位 1 位 



 

５ 事業の概要  事業名称   大津市ガス特定運営事業等 

事業方式   公共施設等運営事業（ＰＦＩ法第 16 条） 

事業期間   平成 31 年 4 月 1 日から平成 51 年 3 月 31 日まで 

事業の範囲  以下のア、イに示す範囲 

ア 義務事業 

(ｱ) 特定事業 

① ガス小売事業に関する業務 

・都市ガスの調達 

・小売料金の設定 

・都市ガスの販売・営業 

・小売事業者に係る需要家保安業務(消費機器調査及び安全使用周知) 

・料金収納・窓口業務 

(ｲ) 附帯業務 

① 一般ガス導管事業に関する業務 

・ガス漏れ等の緊急保安業務、ガス導管の緊急修繕業務 

・ガス工作物等の検査及び点検等業務 

・内管漏えい検査等業務 

② 液化石油ガス（以下「ＬＰガス」という。）事業に関する業務 

・ＬＰガスの緊急保安業務、ＬＰガス供給設備の緊急修繕業務 

・ＬＰガスの需要家保安業務 

③ 水道事業に関する業務（維持管理） 

・水道の漏水等緊急対応業務、緊急修繕業務 

・水道施設の点検等業務 

イ 任意事業 

 

 

６ 今後の予定  平成 30 年 11 月上旬  基本協定の締結 

                    客観的評価の公表 

         平成 30 年 12 月下旬  運営権設定、実施契約の締結 

         平成 31 年 4 月 1 日～  本事業等開始 

 


